
【補助対象工事】

①宅内配管の整備

②既設のし尿浄化槽の撤去（宅内配管整備の際に障害となる場合のみ）

【申請フロー】

◎添付書類

・位置図　・平面図　・縦断面図

◎添付書類

・確認書の写し　・工事着工前写真

・排水設備工事等の見積書の写し

・市税の納付又は納入を証明するもの（完納証明書）

・供用開始４年以上の場合、未接続であった理由書

・世帯の課税対象所得計算書

・世帯分の住民票謄本（世帯構成が分かる証明書）

・所得証明書又は非課税証明書

　（満１６歳以上の全ての世帯構成人）

※　赤字は県補助対象①の追加添付書類

◎添付書類

・出来形報告書（様式第５号）

・排水設備等工事完成平面図、縦断面図

・領収書の写し　・工事完了後写真

補助金申請フロー

補助金額確定通知書の交付

補助金交付決定通知書の交付

補助金交付請求書の提出

補助金交付

排水設備等計画（変更）確認申請書

確認書交付

排水設備等整備費補助金交付申請書

排水設備完了届及び実績報告書

完了検査


